
令和７年第５回伊賀市教育委員会 議事日程 

 

令和７年４月23日 14:00 ～ 

伊賀市役所 ４階 庁議室 

・開会宣言（開会あいさつ） 

 

日程第１ 議事録署名委員の指定について 

 

日程第２ 令和７年第４回伊賀市教育委員会議事録の確認について 

 

日程第３ 議案第 20 号 伊賀市教育委員会事務局等組織規則の一部改正に係る専決処分

の承認について 

 

     議案第 21 号 伊賀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

の一部改正に係る専決処分の承認について 

  

     議案第 22号 学習者用端末の買入れ議案に係る専決処分の承認について 

 

日程第４ 議案第 23 号 伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則の

廃止に係る専決処分の承認について 

 

     議案第 24 号 伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱の廃止に係る専決処

分の承認について 

 

     議案第 25 号 伊賀市語学指導等を行う外国青年の任用等に関する規則の制定

に係る専決処分の承認について 

 

日程第５ 議案第 26号 令和７年度一般会計補正予算 教育費関係に係る専決処分の承認

について 

 

日程第６ 議案第 27 号 伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱の一部改正に

係る専決処分の承認について 

 

日程第７ 報告説明事項 



 ①寄附について 

 

 ②委員会の委員等の報酬に関する規則の一部改正について 

 

 ③伊賀市就学援助費支給要綱の一部改正について 

 

     ④伊賀市フリースクール利用児童生徒支援事業補助金交付要綱の制定につ 

      いて 

 

     ⑤三重県立みえ四葉ヶ咲中学校通学定期券購入費助成金交付要綱の制定に 

      ついて 

 

      ⑥伊賀市歴史的風致維持向上協議会設置要綱の一部改正について  

 

⑦伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議設置要綱の一部改正に 

 ついて  

 

⑧伊賀市歴史的風致維持向上協議会委員委嘱について 

 

⑨伊賀市文化財保存活用地域計画作成庁内検討会議設置要綱の一部改正に 

 ついて  

 

⑩史跡上野城跡保存活用計画庁内検討会議設置要綱の一部改正について 

 

⑪その他 



議案第20号 

 

伊賀市教育委員会事務局等組織規則の一部改正に係る専決処分の承認について 

伊賀市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則について、伊賀市教育委員会

教育長に対する事務委任規則（平成16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項によ

り専決処分したので、同条第２項の規定により承認を求める。 

令和７年４月23日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 改正理由  所要の改正が必要となったため、専決処分を行ったことについて承

認を求めようとする。 

 

２ 改正内容  別紙のとおり 

 

３ 施行期日  令和７年４月１日 

 

 



専決第６号 

  専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年教育委員会規則第

４号）第３条の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月１日 

 

      伊賀市教育委員会 

      教育長 澤田 剛 



伊賀市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則 

 

伊賀市教育委員会事務局等組織規則（平成16年伊賀市教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第１項中第２号を第４号とし、第３号を第６号とし、第４号中「監は、」の次に

「部長を補佐して、あらかじめ定められた部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。」を加え、同号を同項第２号とし、同項中第５号を第３号とし、第６号を第５号とす

る。 

別表第１教育総務課の項事務分掌の欄中「(18)」を「(19)」に、「(17)」を「(18)」に

改め、(16)の行の次に「(17)学校施設等の管理に関すること。」を加え、同表学校教育課

の項事務分掌の欄（8）中「製」を「制」に改める。 

別表第２学校施設室の項事務分掌の欄(１)中「施設」の次に「等」を、「施設の」の次

に「維持」を加え、(３)の行の次に「(４)室の庶務に関すること。」を加える。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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伊賀市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条～第５条（略） 第１条～第５条（略） 

（職務） （職務） 

第６条 第４条及び前条に規定する職の職務は、それぞれ次のとおりとす

る。 

第６条 第４条及び前条に規定する職の職務は、それぞれ次のとおりとす

る。 

(１) （略） (１) （略） 

(４) （略） (２) （略） 

(６) （略） (３) （略） 

(２) 事務局次長及び監は、部長を補佐して、あらかじめ定められた部の

事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

(４) 事務局次長及び監は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。 

(３) （略） (５) （略） 

(５) （略） (６) （略） 

(７) （略） (７) （略） 

２ （略） ２ （略） 

第７条及び第８条（略） 第７条及び第８条（略） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

課 事務分掌 

教育総務

課 

(１) 教育行政に係る政策、企画の調整に関すること。 

(２) 総合教育会議に関すること。 

(３) 大綱策定の事務に関すること。 

(４) 委員会の会議に関すること。 

(５) 委員会規則及び諸規程の制定・改廃に関すること。 

課 事務分掌 

教育総務

課 

(１) 教育行政に係る政策、企画の調整に関すること。 

(２) 総合教育会議に関すること。 

(３) 大綱策定の事務に関すること。 

(４) 委員会の会議に関すること。 

(５) 委員会規則及び諸規程の制定・改廃に関すること。 
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改正後 改正前 

(６) 教育行政に関する広聴広報に関すること。 

(７) 教育行政に関する相談等 

(８) 委員会の予算及び決算事務に関すること。 

(９) 委員会所管職員の任免及び人事に関すること。 

(10) 委員会職員の給与及び勤務条件に関すること。 

(11) 公印の管理に関すること。 

(12) 奨学金等に関すること。 

(13) 公立学校共済組合に関すること。 

(14) 学校の設置及び廃止等に関すること。 

(15) 学校運営に係る経理事務に関すること。 

(16) スクールバスの運行及び遠距離通学に関すること。 

(17)  学校施設等の管理に関すること。 

(18)  委員会及び課の庶務に関すること。 

(19）委員会事務局の他の課の所管に属さないこと。 

学校教育

課 

(１) 教育課程・教育計画に関すること。 

(２) 生徒指導に関すること。 

(３) 人権・同和教育に関すること。 

(６) 教育行政に関する広聴広報に関すること。 

(７) 教育行政に関する相談等 

(８) 委員会の予算及び決算事務に関すること。 

(９) 委員会所管職員の任免及び人事に関すること。 

(10) 委員会職員の給与及び勤務条件に関すること。 

(11) 公印の管理に関すること。 

(12) 奨学金等に関すること。 

(13) 公立学校共済組合に関すること。 

(14) 学校の設置及び廃止等に関すること。 

(15) 学校運営に係る経理事務に関すること。 

(16) スクールバスの運行及び遠距離通学に関すること。 

 

(17) 委員会及び課の庶務に関すること。 

(18） 委員会事務局の他の課の所管に属さないこと。 

学校教育

課 

(１) 教育課程・教育計画に関すること。 

(２) 生徒指導に関すること。 

(３) 人権・同和教育に関すること。 
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改正後 改正前 

(４) 特別支援教育に関すること。 

(５) 健康安全教育に関すること。 

(６) 幼児教育に関すること。 

(７) 県費負担教職員の人事・服務・管理に関すること。 

(８) 学級編制及び教職員組織に関すること。 

(９) 県費負担教職員の研修に関すること。 

(10) 学校の運営管理に関すること。 

(11) 通学の安全に関すること。 

(12) 学齢児童生徒の入学・就学に関すること。 

(13) 教科用図書の無償給与に関すること。 

(14) 学校の保健に関すること。 

(15) 学校給食に関すること。 

(16) 伊賀市教育研究センターの管理運営に関すること。 

(17) 課の庶務に関すること。 

（略） 
 

(４) 特別支援教育に関すること。 

(５) 健康安全教育に関すること。 

(６) 幼児教育に関すること。 

(７) 県費負担教職員の人事・服務・管理に関すること。 

(８) 学級編製及び教職員組織に関すること。 

(９) 県費負担教職員の研修に関すること。 

(10) 学校の運営管理に関すること。 

(11) 通学の安全に関すること。 

(12) 学齢児童生徒の入学・就学に関すること。 

(13) 教科用図書の無償給与に関すること。 

(14) 学校の保健に関すること。 

(15) 学校給食に関すること。 

(16) 伊賀市教育研究センターの管理運営に関すること。 

(17) 課の庶務に関すること。 

（略） 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

室 事務分掌 室 事務分掌 
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改正後 改正前 

学校施設

室 

(１) 学校施設等の維持管理に関すること。 

(２) 学校施設及び設備の整備計画に関すること。 

(３) 学校施設の設計、監理及び営繕に関すること。 

(４) 室の庶務に関すること。 
 

学校施設

室 

(１) 学校施設の管理に関すること。 

(２) 学校施設及び設備の整備計画に関すること。 

(３) 学校施設の設計、監理及び営繕に関すること。 

 
 

 



議案第21号 

 

伊賀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正に係る専

決処分の承認について 

伊賀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則について、伊賀市教育委

員会教育長に対する事務委任規則（平成16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項

により専決処分したので、同条第２項の規定により承認を求める。 

令和７年４月23日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 改正理由  ４月１日からの施行に伴い、所要の改正が必要となったため、専決

処分を行ったことについて承認を求めようとする。 

 

２ 改正内容  別紙のとおり 

 

３ 施行期日  令和７年４月１日 

 

 



専決第７号 

  専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年教育委員会規則第

４号）第３条の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月１日 

 

      伊賀市教育委員会 

      教育長 澤田 剛 



伊賀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規

則 

 

伊賀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成16年伊賀市教育委

員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

別表中「企画振興部」を「地域力創造部」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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伊賀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条及び第２条（略） 第１条及び第２条（略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

組織 補助執行事務 

（略） 

地域力創造部スポ

ーツ振興課 

学校開放に関すること。 

 

組織 補助執行事務 

（略） 

企画振興部スポー

ツ振興課 

学校開放に関すること。 

 

 



議案第22号 

 

   学習者用端末の買入れ議案に係る専決処分の承認について 

 

 学習者用端末の買入れ議案について、伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平

成16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項により専決処分したので、同条第２項

の規定により承認を求める。 

  令和７年４月23日提出 

 

                      伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 専決処分理由 

  学習者用端末の買入れについて、伊賀市議会４月緊急会議への議案の提出が必要とな

ったため、専決処分を行ったことについて承認を求めようとする。 

 

２ 専決処分の内容  別紙のとおり 

 



専決第１号 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16 年教育委員会規則

第４号）第３条の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年４月７日 

 

     伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 



議案第65号 

 

   学習者用端末の買入れについて 

 

 次のとおり学習者用端末を買い入れることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第 96条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成16年伊賀市条例第68号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和７年４月18日提出 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚    

 

記 

 

１ 買 入 物 件  学習者用端末 

 

２ 契 約 金 額  ３５１，１９１，５００ 円 

 

３ 契約の相手方  三重県四日市市浜田町５－２７ 第３加藤ビル５Ｆ 

          株式会社フューチャーイン 四日市営業所 

           所長 菱田 貴文 



部課名

金 円 （評価点　96点／120点）

円）

計 者

円

（見積上限額（税抜）

円）

金 円

（入札書比較価格

円）

回

金 円

三重県GIGAスクール構想推進協議会による企画提案コンペ

種別又は契約の名称

3 月 21仮 契 約 年 月 日

教育委員会事務局　教育総務課

納 入 期 限

物件（契約等）の内容

月8

7 年

入
 

札
 

の
 

状
 

況

契  約  の  方  法

入 札 年 月 日

二番札の入札価格
及び入札業者名

入  札  回  数

最 低 制 限 価 格

－－－－

－－－－

１台あたり　金

企 画 提 案 コ ン ペ
参 加 者

見 積 上 限 額

7 年 3 月

1

備                考

令和 5

該当者なし

日

令和 8

50,000

年 日

学習者用端末
（ライセンス、キッティング費用、保護フィルム含む)　　　６，４８５台
ケース・カバー　　１，０９２個
更新対象端末回収・処分　　６，９９８台

日

三重県四日市市浜田町５－27　第３加藤ビル５Ｆ

令和

7

契　約　に　関　す　る　調　書

   所長　菱田　貴文

株式会社フューチャーイン　四日市営業所

31,926,500

株式会社フューチャーイン　四日市営業所

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

仮
 

契
 

約
 

の
 

内
 

容

351,191,500

55,000

学習者用端末購入

1

仮 契 約 の 相 手 方

仮 契 約 金 額

議案第65号 資料



議案第 23号  

 

伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則の廃止に係

る専決処分の承認について 

 

 伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則（平成 16年伊賀

市教育委員会規則第 24号）の廃止について、伊賀市教育委員会教育長に対する

事務委任規則（平成 16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項により専

決処分したので、同条第２項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

令和７年４月 23日提出 

 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤 田  剛   

 

 

記 

 

１ 専決処分理由  現行の「伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等

に関する規則 （平成 16年伊賀市教育委員会規則第 24号)」

及び「伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱 （平成 16

年伊賀市教育委員会告示第５号）」の内容は重複している部

分が多く、休暇等に関する規定も長らく改正されないまま

現在に至っていることから、新たに規則を制定するため、本

規則を廃止する専決処分を行ったことについて承認を求め

ようとする。 

 

２ 廃止内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年４月１日 



専決第２号 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16 年伊賀市教育委員会

規則第４号）第３条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年３月 31 日 

 

         伊賀市教育委員会 

          教育長 谷口 修一 



   伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則を廃止する規則 

 伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則 （平成16年伊賀市教育委

員会規則第24号)は、廃止する。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則  

平成16年11月１日教育委員会規則第24号 

改正 

平成20年３月31日教委規則第７号 

平成21年４月30日教委規則第８号 

令和２年２月19日教委規則第４号 

伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により伊賀市

において語学指導等を行う外国青年（以下「外国語指導助手」という。）

の職の設置、勤務条件、服務等について定めるものとする。  

（職の設置及び職務）  

第２条 教育委員会事務局学校教育課に外国語指導助手を置く。  

２ 外国語指導助手の職務は、外国語教育及び国際理解教育の指導及び

援助に関することとする。  

（任期） 

第３条 外国語指導助手の任期は、来日翌日から翌年３月 31日まで及び

同年４月１日から来日日の翌日から起算して１年を経過する日までと

する。 

（勤務時間及び勤務の割振り）  

第４条 外国語指導助手の勤務時間は、１週間について 34時間30分とす

る。 

２ 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までにおいて、１日につき７

時間とする。ただし、水曜日は６時間30分とする。 

３ １日の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次の表のとおりとする。  

曜日 勤務時間の割振り 休憩時間の割振り 
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月・火・木・

金曜日 

午前８時30分から午後０時ま

で及び午後１時から午後４時

30分まで 

午後０時から午後１時まで  

水曜日 午前８時30分から午後０時ま

で及び午後１時から午後４時

まで 

午後０時から午後１時まで  

４ 教育長は、特に必要があると認めるときは、１日につき７時間を超

えない時間において、勤務時間の割振りを変更することができる。  

（休日） 

第５条 外国語指導助手の休日は、一般職に属する市職員の例による。  

２ 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があるとして休日の

全勤務時間について特に勤務をすることを命じた場合は、当該休日後

の勤務日を代休日として指定することができる。  

（有給休暇） 

第６条 外国語指導助手の年次有給休暇の日数は、 20日とする。 

２ 年次有給休暇の取得は、原則として３日前までに請求するものとし、

３日以上連続して休暇を取得するときは、１か月前までに請求しなけ

ればならない。 

３ 年次有給休暇の単位は、一般職に属する市職員の例による。  

（病気休暇） 

第７条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむ

を得ないと認められる必要最小限の期間とする。  

２ 病気休暇は、その開始日から起算して20日を超えることができない。

病気休暇を承認された期間と期間の間が７日（週休日及び休日を含

む。）に満たないときは、それらの二の期間は連続するものとみなす。  

３ 病気休暇は、有給とする。  

（特別休暇） 
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第８条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各

号に掲げる期間とする。  

(１) 父母、配偶者等が死亡した場合  父母、配偶者又は子が死亡し

た場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、

連続する７日の範囲内の期間  

(２) 本人が結婚する場合 連続する５日の範囲内の期間  

(３) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合  被害の程度

により教育長が必要と認める期間  

(４) 交通機関の事故等による交通途絶の場合  当該交通途絶が解消

するまでの期間 

(５) 女子の外国語指導助手が６週間（多胎妊娠の場合にあっては、

14週間）以内に出産する予定である場合  出産の日までの届け出た期

間 

(６) 女子の外国語指導助手が出産した場合  出産の日の翌日から８

週間を経過するまでの期間  

(７) 女子の外国語指導助手が生後１年に達しない子の育児を行う場

合 １日２回各30分以内 

(８) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合  届

け出た生理日 

(９ ) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める場合 

教育長が必要と認める期間  

２ 前項第１号から第４号まで及び第９号の特別休暇は有給とし、前項

第５号から第８号までの特別休暇は無給とする。  

（休職） 

第９条 外国語指導助手が病気、負傷その他やむを得ない事由（前条第

１項第５号及び第６号に規定する場合を除く。）により勤務できない

日が連続して 20日を超えるときは、必要と認める期間休職させること
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ができる。 

２ 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、休職させるこ

とができる。 

３ 第１項に規定する場合における給料は、次のとおりとする。  

(１) 職務による負傷又は疾病の場合  休職の期間中全額を支給する。 

(２) 前号の場合以外の場合  その休職の期間が当該休職に先行する

勤務できない日の初日から起算して 30日に達するまでの間は全額を

支給し、30日を超え60日に達するまでの間は半額を支給し、60日を超

えるときは支給しない。  

４ 第２項に規定する場合における給料は、休職の期間中６割に相当す

る額を支給する。 

（休暇及び休職の手続）  

第10条 病気又は負傷による休暇又は休職の場合は、医師の証明等を提

出しなければならない。この場合において、教育長は、必要と認める

ときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。  

（服務） 

第11条 外国語指導助手は、その職務に関して宗教活動又は政治活動を

してはならない。 

２ 外国語指導助手の職務に専念する義務、信用失墜行為の禁止、秘密

を守る義務、営利企業の従事制限等の服務については、一般職に属す

る市職員の例による。  

（懲戒） 

第12条 教育長は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事

由が生じた場合は、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。  

(１) 日本国憲法その他日本の法令又は伊賀市の条例若しくは条例に

基づく規則に違反した場合  

(２) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合  
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(３) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があ

った場合 

２ 前項の処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。  

(１) 停職 ７日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その

期間の給料は、支給しない。  

(２) 減給 １回につき給料の１日当たりの額の２分の１に相当する

額を減給する。ただし、１か月以内に２回以上減給する場合において

も、その総額は、３万円を超えないものとする。  

(３) 戒告 書面により当該行為を戒める。  

（退職） 

第13条 外国語指導助手は、任用期間満了前に退職しようとするときは、

退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。  

（解雇） 

第14条 教育長は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事

由が生じた場合は、解雇することができる。  

(１) 日本国憲法その他日本の法令又は伊賀市の条例若しくは条例に

基づく規則に違反した場合  

(２) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、改善の見込みがない

場合 

(３) 当該外国語指導助手の職務にふさわしくない行為があった場合  

(４) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる場

合 

(５) 勤務しない日が連続して 60日（勤務しないことの理由が職務又

は通勤による災害である場合並びに第８条第１項第５号及び第６号

の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間

及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。）を超えた場合  

２ 外国語指導助手が禁錮 (こ)以上の刑に処せられたときは、解雇され
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たものとし、何らの給付も行わない。  

（任用の手続） 

第15条 外国語指導助手の任用は、辞令を交付することにより行う。  

（補則） 

第16条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務条件等に

関し必要な事項は、別に定める。  

附 則 

この規則は、平成16年11月１日から施行する。  

附 則（平成20年３月31日教委規則第７号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。  

附 則（平成21年４月30日教委規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊賀市語学指導等を行う

外国青年の勤務条件等に関する規則の規定は、平成 21年４月１日から適

用する。 

附 則（令和２年２月19日教委規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日において、現に語学指導等を行う外国青

年招致事業により伊賀市において語学指導等を行う外国青年として任

用されている者の任期は、この規則による改正後の伊賀市語学指導等

を行う外国青年の勤務条件等に関する規則第３条の規定にかかわらず、

令和２年４月１日から来日日の翌日から起算して１年を経過する日ま

でとする。 



議案第 24号  

 

   伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱の廃止に係る専決処分の承認

について 

 

 伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱（平成 16年伊賀市教育委員会告示

第５号）の廃止について、伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成

16 年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項の規定により専決処分したの

で、同条第２項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

令和７年４月 23日提出 

 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤 田  剛   

 

 

記 

 

１ 廃止理由    現行の「伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等

に関する規則 （平成 16年伊賀市教育委員会規則第 24号)」

及び「伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱 （平成 16

年伊賀市教育委員会告示第５号）」の内容は重複している部

分が多く、休暇等に関する規定も長らく改正されないまま

現在に至っていることから、新たに規則を制定するため、本

規則を廃止する専決処分を行ったことについて承認を求め

ようとする。 

 

２ 廃止内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年４月１日 



専決第３号 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16 年伊賀市教育委員会

規則第４号）第３条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年３月 31 日 

 

         伊賀市教育委員会 

          教育長 谷口 修一 



伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱を廃止する告示 

 伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱（平成 16 年伊賀市教育委員会告示第５号）

は、廃止する。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱  

平成16年11月１日教育委員会告示第５号  

改正 

平成24年７月26日教委告示第17号 

平成25年８月30日教委告示第12号 

令和２年２月19日教委告示第４号 

令和２年７月28日教委告示第15号 

伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条）  

第２章 職務（第３条・第４条）  

第３章 契約期間及びその終了（第５条―第７条）  

第４章 給料その他の給付（第８条―第 10条） 

第５章 勤務時間、休日、休暇及び休職（第11条―第19条） 

第６章 服務（第20条―第27条） 

第７章 懲戒（第28条） 

第８章 公務災害補償等（第29条・第30条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この就業要綱（以下「要綱」という。）は、語学指導等を行う

外国青年招致事業により、伊賀市（以下「市」という。）において語

学指導等を行う外国青年（以下「参加者」という。）の勤務条件を定

めるものとする。 

２ 参加者の勤務条件については、労働基準法（昭和 22年法律第49号）

その他の法令又は市の条例若しくは規則に定めるもののほか、この要

綱に定めるところによる。  
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（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号

に定めるところによる。  

(１) 国際交流員 参加者のうち国際交流活動に従事する外国青年  

(２) 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する外国青年  

(３) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手に従事する組織の長 

(４) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間  

(５) 月 １日に始まり当該月の末日に終わる期間  

第２章 職務 

（国際交流員の職務）  

第３条 参加者は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。  

(１) 市の国際交流関係事務の補助（外国語刊行物等の編集・翻訳・

監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、

外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等）  

(２) 市の職員、地域住民に対する語学指導への協力  

(３) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画  

(４) 地域住民の異文化理解のための交流活動への協力  

(５) その他所属長に指示された職務  

（外国語指導助手の職務）  

第４条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は

校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。  

(１) 中学校における外国語授業の補助及び国際理解活動の補助  

(２) 小学校における外国語会話及び国際理解活動の補助  

(３) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力  

(４) 外国語教員に対する現職研修への補助  

(５) 特別活動及び課外活動への協力  

(６) 地域における国際交流活動への協力 
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(７) その他所属長が必要と認める職務  

２ 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特

定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を

行う。 

第３章 契約期間及びその終了  

（契約期間） 

第５条 参加者の契約期間は、来日翌日から翌年３月 31日まで及び同年

４月１日から来日日の翌日から起算して１年を経過する日までとする。 

（退職） 

第６条 参加者は、前条の契約期間は誠実に職務を遂行しなければなら

ない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退

職しようとする日の 30日前までに申し出なければならない。  

（解雇） 

第７条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場

合は、当該参加者を解雇することができる。  

(１) 日本国憲法その他日本の法令又は市の条例若しくは規則及びこ

の要綱に違反した場合  

(２) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合  

(３) 心身の故障のため職務に堪えられないと認められる場合  

(４) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合  

(５) 勤務しない日が連続して 60日（勤務しないことの理由が職務又

は通勤による災害である場合並びに第 15条第１項第５号及び第６号

の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間

及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。）を超えた場合  

(６) 応募書類に虚偽の記載があった場合  

２ 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又

は予算が削減されたため参加者に対して給料を支払うことができない



4/13 

場合は、30日前までに予告し、又は１か月分の給料を支払って参加者

を解雇することができる。  

３ 参加者が禁錮(こ)以上の刑に処せられた時は、当該参加者は当然に

解雇されたものとみなし、市は何らの給料を行わない。  

第４章 給料その他の給付 

（給料及びその計算）  

第８条 平成23年度以前の参加者の給料は、月額30万円とする。ただし、

１年間勤務する参加者について日本国内において賦課される所得税及

び住民税（以下「所得税等」という。）控除後の手取り年額が、 360万

円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう

月額を調整するものとする。  

２ 平成24年度以降に来日した参加者の給料は、次のとおりとし、所得

税等は、給料から参加者が負担するものとする。なお、２次来日又は

中途退職者に伴う補充来日等により、来日１年目の任期が１年未満と

なる参加者については、所得税等控除後の月額給料が、来日１年目の

任期が満１年の参加者と比べ、下回ることのないよう調整するものと

する。 

年度 月額 年額 

来日１年目 28万円 336万円 

２年目 30万円 360万円 

３年目 32.5万円 390万円 

４年目以降 33万円 396万円 

３ 前項の規定により給料を支給する場合において、任期により月の中

途で給料額に異動が生じたときの当該月の給料は、異動前の給料月額

を当該月の勤務すべき日数で除して得た額に当該月の１日から異動日

の前日までの勤務すべき日数を乗じて得た額と異動後の給料月額を当

該月の勤務すべき日数で除して得た額に異動日から当該月の末日まで
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の勤務すべき日数を乗じて得た額との合計額とする。  

４ 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したとき

は、当該月にかかる給料の額は、日割計算により算出する。  

５ 給料の日割計算に当たっては、給料の年間額を 260で除して得た額を

１日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、給料の年間額を

1,820で除して得た額を１時間当たりの額とする。  

６ 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務

を要しない日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い

休日又は勤務を要しない日でない日とする。  

（給料の減額） 

第９条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この要綱

に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった１時間につき前条

第５項により計算した１時間当たりの額を前条第１項又は第２項の給

料から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する

月の給料からこれを減額できなかったときは、翌月の給料からこれを

減額するものとする。  

２ 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかっ

た時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行

うものとし、１時間未満の端数については、 30分未満を切り捨て、 30

分以上は１時間とする。  

（旅費等） 

第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職

員の例により、旅費を支給する。  

２ 市は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための旅

費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該参加者が第５条の契約期間

を満了後、１か月以内に日本において市又は第三者と雇用契約に入る

ことなく、かつ、１か月以内に帰国のために日本を出発する場合に支
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給するものとする。  

３ 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により契約期間

満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、

帰国旅費を支給することができる。  

４ 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被っ

た損害について賠償を求めることができる。  

第５章 勤務時間、休日、休暇及び休職  

（勤務時間） 

第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き１週間について 35時間（34

時間30分）とする。 

２ 国際交流員の勤務時間の割振りは、月曜日から木曜日までにおいて

は毎日午前８時 30分から午後５時 15分まで、金曜日においては午前８

時30分から午前11時30分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。

ただし、月曜日から木曜日までの毎日午後０時 15分から午後１時まで

は休憩時間とし、この時間は参加者が自由に使用できるものとする。  

３ 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までにお

いては毎日午前８時 30分から午後４時 30分までとし、土曜日及び日曜

日は週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後０時か

ら午後１時までは休憩時間とし、この時間は参加者が自由に使用でき

るものとする。 

４ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、

土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合

は、その週を含めて４週間以内に代休を与えることとし、当該４週間

を平均して１週間につき 35時間（ 34時間 30分）を超える勤務をさせな

いものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、

その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合
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においても、国際交流員については、１日につき、月曜日から木曜日

までにおいては８時間、金曜日においては３時間を超える勤務をさせ

ないものとし、外国語指導助手については、１日につき、月曜日から

金曜日までにおいては７時間を超える勤務をさせないものとする。  

（休日） 

第12条 次に掲げる日を休日とする。  

(１) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に定め

る休日 

(２) 12月29日から翌年１月３日まで  

２ 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を

指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。  

３ 休日は、有給とする。 

（年次有給休暇） 

第13条 参加者は、第５条に定める契約期間中に分割又は連続した 20日

間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間

単位で取得することも差し支えない。  

２ 参加者は、第５条の契約期間満了後、市と再契約する場合には、 20

日間を限度として年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたも

のを除く。）を、次の契約期間に繰り越すことができるものとする。  

３ 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇をあたえるこ

とが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与える

ことができる。 

（病気休暇） 

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむ

を得ないと認められる必要最小限の期間とする。  

２ 病気休暇はその開始の日から起算して 20日（勤務を要しない日及び

休日を含む。以下この項の日数において同じ。）を超えることができ
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ない。病気休暇を承認された期間と期間の間が７日に満たないときは、

それらの２の期間は連続するものとみなす。  

３ 病気休暇は、有給とする。  

（特別休暇） 

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各

号に掲げる期間とする。  

(１) 父母、配偶者等が死亡した場合  父母、配偶者、子が死亡した

場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した

場合は、連続する７日の範囲内の期間  

(２) 参加者本人が結婚する場合 連続する５日の範囲内の期間  

(３) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合  被害の程度

に応じて市が必要と認める期間  

(４) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合  当該交

通途絶が解消するまでの期間  

(５) 女子の参加者が６週間（多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）

以内に出産する予定である場合  出産の日までの届け出た期間  

(６) 女子の参加者が出産した場合  出産の日の翌日から８週間を経

過するまでの日。ただし、産後６週間を経過した女子の参加者が就業

を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間

を除く。 

(７) 女子の参加者が生後１年に達しない子の育児を行う場合  １日

２回それぞれ30分以内 

(８) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合  届け出た生

理日 

(９) その他所属長が特に必要と認めた場合  所属長が必要と認める

期間 

２ 前項第１号から第４号まで及び第９号の特別休暇は有給とし、第５
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号から第８号までの特別休暇は無給とする。  

（休職） 

第16条 前条第１項第５号及び第６号に規定する場合を除く外、参加者

が病気（第18条第１項の疾病を除く。）負傷その他やむを得ない理由

により勤務できない日が連続して 20日（勤務を要しない日及び休日を

含む。次項の日数において同じ。）を超える場合においては、市は、

当該参加者の申請により必要と認めるときは、これを休職させること

ができる。 

２ 前項の場合において、その休職の期間中の給料の支給は、次に定め

るところによる。 

(１) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である

場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。  

(２) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職

の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して 30

日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまで

は給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。  

（起訴休職） 

第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、市は当該参加者を

休職させることができる。  

２ 前項の場合において、その休職期間中は給料の６割を支給する。  

（勤務禁止） 

第18条 参加者が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったとき

は、市は当該参加者を勤務させないものとする。  

(１) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の

措置をしていない者  

(２) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪する

おそれのあるものにかかった者  
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(３) 前２号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者  

２ 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給について

は、第16条第２項の規定を準用する。  

（休暇及び休職の手続き）  

第19条 第14条第１項及び第15条第１項第１号から第４号までの休暇を

取得する場合は予定日数を、同項第９号の休暇を取得する場合は予定

日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければ

ならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ること

ができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得

なければならない。  

２ 第15条第１項第５号から第８号までの休暇を取得する場合は、予定

日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを

得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事

由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。  

３ 病気又は負傷のため連続して３日を超える休暇を取得する場合及び

給食の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければな

らない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指

定する医師の診断を受けさせることがある。また、３日以内の休暇を

取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の

提出を求めることができる。  

４ 第17条第１項による休職及び第 18条第１項による勤務禁止の原因と

なる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に

届けなければならない。 

第６章 服務 

（勤務命令に従う義務）  

第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命

令に忠実に従わなければならない。  
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（勤務成績の評定）  

第21条 市は参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績

の評定を行うものとする。  

（職務専念義務） 

第22条 参加者は、この要綱に特別の定めがある場合を除くほか、その

勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いな

ければならない。 

（信用失墜行為の禁止）  

第23条 参加者は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となる

ような行為をしてはならない。  

（守秘義務） 

第24条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらして

はならない。退職した後も、また同様とする。  

（営利企業等の従事制限）  

第25条 参加者は、任命権者の許可を受けなければ、いかなる組織の役

員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる

事業若しくは事務にも従事してはならない。  

（宗教活動等の制限）  

第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行って

はならない。 

（自動車運転の制限）  

第27条 参加者は、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を

運転してはならない。  

第７章 懲戒 

（懲戒処分） 

第28条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場

合は、当該参加者に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることがで
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きる。 

(１) 日本国憲法その他日本の法令又は伊賀市の条例若しくは規則及

びこの要綱に違反した場合  

(２) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合  

(３) 勤務態度が不良と認められる場合  

２ 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。  

(１) 停職 ７日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その

間の給料は支払わない。  

(２) 減給 １回につき平均賃金の１日分の半額を減給し、当該行為

を戒める。ただし、１か月以内に２回以上減給する場合においても、

その総額は１か月における賃金の10分の１を上回らないものとする。 

(３) 戒告 書面により当該行為を戒める。  

第８章 公務災害補償等 

（公務災害補償） 

第29条 参加者は、公務上の災害（負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。

以下同じ。）又は通勤による災害を受けた場合は、議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成 16年伊賀市条例第

49号）の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けるこ

とができる。 

（公務外の災害補償）  

第30条 市は、損害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は

通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配

慮するものとする。  

附 則 

この告示は、平成16年11月１日から施行する。  

附 則（平成24年７月26日教委告示第17号） 

この告示は、平成24年８月１日から施行する。  
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附 則（平成25年８月30日教委告示第12号） 

この告示は、平成 25年８月30日から施行し、改正後の伊賀市語学指導

等を行う外国青年就業要綱の規定は、平成 25年８月１日から適用する。  

附 則（令和２年２月19日教委告示第４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日において、現に語学指導等を行う外国青

年招致事業により伊賀市において語学指導等を行う外国青年として任

用されている者の契約期間は、この告示による改正後の伊賀市語学指

導等を行う外国青年就業要綱第５条の規定にかかわらず、令和２年４

月１日から来日日の翌日から起算して１年を経過する日までとする。 

附 則（令和２年７月28日教委告示第15号） 

この告示は、令和２年７月 28日から施行し、改正後の伊賀市語学指導

等を行う外国青年就業要綱の規定は、令和２年７月 27日から適用する。 



議案第 25号  

 

   伊賀市語学指導等を行う外国青年の任用等に関する規則の制定に係る専

決処分の承認について 

 

 伊賀市語学指導等を行う外国青年の任用等に関する規則の制定について、伊

賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年伊賀市教育委員会規則

第４号）第３条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により、

これを報告し、承認を求める。 

令和７年４月 23日提出 

 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤 田  剛  

 

 

記 

 

１ 制定理由    現行の「伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等

に関する規則 （平成 16年伊賀市教育委員会規則第 24号)」

及び「伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱 （平成 16

年伊賀市教育委員会告示第５号）」の内容は重複している部

分が多く、休暇等に関する規定も長らく改正されないまま

現在に至っていることから、当該規則及び要綱を廃止し、新

たに規則を制定する専決処分を行ったことについて承認を

求めようとする。 

 

２ 制定内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年４月１日 



専決第４号 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16 年伊賀市教育委員会

規則第４号）第３条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年３月 31 日 

 

         伊賀市教育委員会 

          教育長 谷口 修一 



伊賀市語学指導等を行う外国青年の任用等に関する規則 

目次 

 第１章 総則(第１条・第２条) 

第２章 職務(第３条) 

第３章 任期及びその終了(第４条・第５条) 

第４章 報酬その他の給付(第６条―第９条) 

第５章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第15条) 

第６章 服務(第16条―第26条) 

第７章 懲戒等(第27条―第31条) 

第８章 公務災害補償等(第32条・第33条) 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、伊賀市（以下「市」

という。）に配置される招致青年（以下「参加者」という。）の勤務条件について

必要な事項を定めるものとする。 

２ 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方

公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）その他の法令並びに市の条例及び当該条例

に基づく規則（以下「法令等」という。）の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 外国語指導助手 参加者のうち、伊賀市教育委員会に配置され、外国語担当  

指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事する者 

⑵ 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長 

⑶ 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間 

⑷ 月 １日に始まり当該月の末日に終わる期間 

⑸ 任用団体 外国語指導助手を任用する組織 

第２章 職務 

（外国語指導助手の職務） 



第３条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は小・中学校において、所属長

又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。 

⑴ 小・中学校における外国語授業等の補助 

⑵ 外国語教材作成の補助 

⑶ 外国語担当教員等に対する現職研修の補助 

⑷ 特別活動、部活動等への協力 

⑸ 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

（言葉の使い方、発音の仕方等） 

⑹ 外国語スピーチコンテストへの協力 

⑺ 地域における国際交流活動への協力 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務 

２ 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に

駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。 

   第３章 任期及びその終了 

（任期） 

第４条 参加者の任期は、来日日の翌日から同日の属する会計年度の末日までを終

期とする前半任期及び翌会計年度の初日から来日日の翌日から起算して１年を

経過する日を終期とする後半任期を合わせた１年間とする。ただし、一般財団法

人自治体国際化協会が別途通知する指定の任期の始期及び終期がある場合は、そ

の指定日を任期の始期及び終期とすることができる。 

２ 前項の任期満了後、市は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証

に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。この場合において、再度

の任用の任期は１年間とする。ただし、一般財団法人自治体国際化協会が別途指

定する再度の任用の任期がある場合は、その指定の任期とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く５年間の任期が経過した場合におい

ては、再度の任用は行わないものとする。ただし、一般財団法人自治体国際化協

会が、再度の任用について別途指定する場合は、その指定の任用を行うことがで

きるものとする。 

（退職） 

第５条 参加者は、任期においては誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、



真にやむを得ない理由により任期の満了前に退職しなければならないときは、参

加者は、退職しようとする日の 30日前までに市に申し出なければならない。 

   第４章 報酬その他の給付 

（報酬及びその計算） 

第６条 参加者の報酬は、来日１年目については月額 33 万 5,000 円（年額 402 万

円）、２年目については月額 34 万 5,000 円（年額 414 万円）、３年目については

月額 35 万 5,000 円（年額 426 万円）、４年目及び５年目については月額 36 万円

（年額 432万円）程度とする。 

２ 報酬の支給日は、毎月 21 日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国

民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日に当たるとき

は、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する

法律に規定する休日のいずれにも当たらない日を支給日とする。 

３ 参加者の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了した場合の当該月の

報酬の額は、その支給対象となる期間の実日数から第 10 条第２項及び第３項に

規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算によ

り算出する。 

４ １時間当たりの報酬の額は、報酬の月額に 12を乗じて得た額を第 10条第１項

に規定する１週間当たりの勤務時間に 52 を乗じて得た数で除して得た額とする。 

（報酬の減額） 

第７条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に特別の定

めがあるときを除き、当該勤務しなかった１時間につき前条第４項の規定により

算出した１時間当たりの報酬の額を同条第１項の報酬から減額して支給する。こ

の場合において、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額でき

なかったときは、翌月の報酬からこれを減額する。 

２ 前項の勤務しなかった時間の計算は、当該勤務しなかった時間の属する月にお

ける全ての勤務しなかった時間を合計して算出する。ただし、１時間未満の端数

を生じた場合は、その端数が 30分未満のときは切り捨て、30分以上のときは１

時間とする。 

（費用弁償等） 

第８条 参加者が職務を行うために旅行するときは、伊賀市職員等の旅費に関する



条例（平成 29 年伊賀市条例第２号）の適用を受ける職員の旅費の例により、そ

の費用を弁償する。 

２ 参加者が赴任し、及び帰国するときは、その費用を弁償する。ただし、帰国旅

費は、当該参加者が第４条の契約期間を満了後、契約期間満了日の翌日から起算

して１か月以内に日本において市又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、

契約期間満了日の翌日から起算して１か月を経過する日までに帰国のために日

本を出発する場合に弁償するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により契約期間満了前に帰

国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国するための費用

を弁償することができる。 

第９条 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害

について賠償を求めることができる。 

第５章 勤務時間、休日及び休暇 

（勤務時間） 

第 10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き１週間当たり 35時間とする。 

２ 前項の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前８時 30 分か

ら午後４時 30 分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただ

し、月曜日から金曜日までの毎日午後０時から午後１時までは休憩時間とし、こ

の時間は、参加者が自由に使用できるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、所属長は､参加者に対し､前項以外の時間に勤務する

ことを命ずることができる。この場合において、当該勤務を命ずる時間が属する

週から起算して、４週間後の週までに勤務を要しない時間を指定することとし、

当該４週間を平均して１週間当たり 35 時間を超える勤務をさせないものとする。 

４ 前項の勤務に当たっては、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 32 条の規

定により、当該週の勤務時間の合計が 40時間を超える勤務をさせないものとし、

１日については８時間を超えて勤務させないものとする。この場合において、同

法第 35 条第１項の規定により、毎週少なくとも１日の勤務を要しない日を与え

るものとする。 

５ 第２項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩

時間の変更を命ずることができる。この場合において、月曜日から金曜日までに



おいては１日につき７時間を超える勤務をさせないものとする。 

（休日） 

第 11 条 参加者は、次に掲げる休日には、正規の勤務時間においても勤務するこ

とを要しない。 

⑴ 国民の祝日（国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）第３条に   

規定する休日をいう。） 

⑵ 年末年始の休日（12月 29日から翌年１月３日までの期間をいう。） 

２ 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した

上で、参加者に同項の休日について勤務を命ずることができる。 

３ 休日は、有給とする。 

（年次有給休暇） 

第 12 条 参加者の年次有給休暇は、第４条第１項に規定する任期ごとにおける休

暇とし、その日数は、任期において分割又は連続した 20 日間とする。ただし、

任期が１年に満たない場合は、別表の任期の始期から終期の期間欄に掲げる区分

ごとに、日数欄に定める日数とする。 

２ 参加者が、第４条第２項により再度市に任用されたときには、前項の規定にか

かわらず、当該再任用時に 20日間の年次有給休暇が付与される。 

３ 年次有給休暇の取得は、１日又は１時間を単位とする。 

４ 参加者が第４条第１項の任期を満了した後、市が再度の任用を行う場合は、20

日間を限度として年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）

を、次の任期に繰り越すことができる。 

５ 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円

滑な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。 

（病気休暇） 

第 13 条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ない

と認められる必要最小限の期間とする。 

２ 病気休暇はその開始の日から起算して 20 日（勤務を要しない日及び休日を含

む。次項の期間の算定において同じ。）を超えることができない。 

３ 病気休暇を承認された期間（第 27 条第２項第１号に掲げる休職期間を含む。）

と期間との間が７日に満たないときは、それらの２の期間は連続するものとみな



す。 

４ 病気休暇の期間は、有給とする。 

（特別休暇） 

第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる事由によるものとし、その期間は、当該各

号に定める期間とする。 

⑴ 父母、配偶者等参加者の親族が死亡した場合 次に掲げる親族の区分に応じ、

当該ア又はイに定める期間 

ア 父母、配偶者又は子が死亡した場合 連続する 10日の範囲内の期間   

イ 兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合 連続する５日の範囲内の期間 

⑵ 参加者本人が結婚する場合 連続する５日の範囲内の期間 

⑶ 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が     

必要と認める期間 

⑷ 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解

消するまでの期間   

⑸ 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認め        

られる場合 任期中において５日（当該通院等が体外受精及び顕微授精に係  

るものである場合にあっては、10日）の範囲内の期間 

⑹ 女子の参加者が６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産す

る予定である場合 出産の日までの届け出た期間 

⑺ 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過するまで

の日。ただし、産後６週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合にお

いて医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。 

⑻ 参加者が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。

次号において同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる

場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後２週間を経過する日ま

での期間内における２日の範囲内の期間 

⑼ 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場

合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日以後１年を経過する日までの

期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するま

での子（妻の子を含む。）を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務し



ないことが相当であると認められる場合 当該期間内における５日の範囲内

の期間 

⑽ 参加者が生後１年に達しない子の育児を行う場合 １日２回それぞれ 30 分

以内の期間（男子の参加者にあっては、その子の当該参加者以外の親が当該

参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇（これに

相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働基準法第 67 条の規定により同

日における育児時間を請求した場合は、１日２回それぞれ 30分から当該承認

又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間） 

⑾ ９歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある子（配偶者の子を含

む。）を養育する参加者が、その子の看護等のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 ５日（その養育する９歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 

⑿ 女子の参加者が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合 届け出た生理日の期間 

⒀ 女子の参加者が母子保健法（昭和 40年法律第 141号）第 10条の規定による

保健指導又は同法第 13 条の規定による健康診査に基づく指導事項を守るた

め勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 

⒁ 参加者が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市が定めるもので

負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支

障があるもの（以下「要介護者」という。）の介護、要介護者の通院等の付添

い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介

護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場

合 任期中において、５日(要介護者が複数の場合にあっては、10日) 以内で

必要と認められる期間 

⒂ 介護休暇（前号に規定する休暇をいう。以下この項において同じ。）の開始

予定日から 93 日を経過する日の翌日以後も引き続き在職が見込まれる参加者

（93日を経過する日から１年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、再

度の任用がないことが明らかである者を除く。）が要介護者を介護するため、

勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、３回を

超えず、かつ、通算して 93日の範囲内において必要と認められる期間 



⒃ 参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要と 

する１つの継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る前

号の期間と重複する期間を除く）内において１日の勤務時間の一部につき勤務

しないことが相当であると認められる場合 １日につき２時間（当該参加者に

おいて１日につき定められた勤務時間から５時間 45 分を減じた時間が２時間

を下回る場合は、当該減じた時間）を超えない範囲内で必要と認められる時間 

⒄ 参加者が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血

幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、

又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しく

は末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提

供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めら

れるとき 必要と認められる期間 

⒅ 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法第 10条の規定による保健指導又 

は同法第 13 条の規定による健康診査を受けるため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合 妊娠満 23 週までは４週間に１回、妊娠満 24 週か

ら満 35 週までは２週間に１回、妊娠満 36 週から出産までは１週間に１回、

産後１年まではその間に１回（医師等の特別の指示があった場合には、いず

れの期間についてもその指示された回数）について、それぞれ、１日の正規

の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間 

⒆ 妊娠中の女子の参加者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認

める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間 

⒇ 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又

は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は

終わりにつき１日を通じて１時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる

時間 

(21)  参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭

生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 １の年の

７月から９月までの期間（当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務

の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困

難であると認められる参加者にあっては、１の年の６月から10月までの期間）

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/340AC0000000141_20170401_428AC0000000063
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/340AC0000000141_20170401_428AC0000000063#42
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/340AC0000000141_20170401_428AC0000000063#55


内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する

３日の範囲内の期間 

(22) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要

と認める期間 

２ 前項第１号から第９号まで及び第 18 号から第 22 号までの特別休暇は有給と

し、同項第 10号から第 17号までの特別休暇は無給とする。 

（育児休業及び部分休業） 

第 15 条 参加者の育児休業及び部分休業は、地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成３年法律第 110号）並びにこれに基づく市の条例及び規則の定めるとこ

ろによる。 

第６章 服務 

（職務命令に従う義務） 

第 16 条 参加者は、その職務を遂行するに当たり、法令等及び上司の職務上の命令に忠

実に従わなければならない。 

（人事評価） 

第 17条  市は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行う

ものとする。 

（職務専念義務） 

第 18条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間

及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第 19 条 参加者は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つける

ような行為をしてはならない。 

（守秘義務） 

第 20 条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならな

い。退職した後も、また同様とする。 

（政治的行為の制限） 

第 21条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。 

（争議行為等の禁止） 

第 22 条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為を



してはならない。 

（ハラスメントの禁止） 

第 23 条 参加者は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関する

ハラスメント若しくはパワーハラスメントにより、又はこれらを疑われる言動に

より他の職員に不快感を与える等就業環境を害してはならない。 

（営利企業への従事等の制限） 

第 24 条 参加者は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上

で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員

を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事

務にも従事することのないよう努めなければならない。 

２ 参加者は、前項に規定するいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場

合は、事前に所属長に届け出て、その許可を受けなければならない。 

（宗教活動の制限） 

第 25条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。 

（自動車等運転の制限） 

第 26 条 参加者は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする

場合を除き、所属長の許可を受けることなく、その勤務のために自動車等（道路

運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第２条第２項に規定する自動車及び同条

第３項に規定する原動機付自転車をいう。）を運転してはならない。 

第７章 懲戒等 

（免職、休職等） 

第 27 条 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反し

てこれを免職することができる。 

⑴ 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 

⑵ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

⑶ 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

⑷ 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 

２ 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれ

を休職することができる。 

⑴ 第 14条第１項第６号及び第７号に規定する場合を除くほか、参加者が病気   



（第 30条第１項に規定する疾病を除く。）、負傷その他やむを得ない理由によ   

り勤務できない日が連続して 20日（勤務を要しない日及び休日を含む。第 32   

条第２号の日数において同じ。）を超える場合 

⑵ 刑事事件に関し起訴された場合 

３ 参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例に特別の定めがある

場合を除くほか、その職を失う。 

⑴ 拘禁刑以上の刑に処せられた場合 

⑵ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政  

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合 

（懲戒処分） 

第 28 条 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該参加者に

対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。 

⑴ 地方公務員法若しくは同法第 57条に規定する特例を定めた法律又はこれに  

基づく条例、規則その他市の機関が定める規程に違反した場合 

⑵ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

２ 前項の処分の意義及び効果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 戒告 書面により当該行為を戒める。 

⑵ 減給 １回につき平均報酬の１日分の半額を減給し、当該行為を戒める。た   

だし、１月以内に２回以上減給する場合においても、その総額は１月における   

報酬の 10分の１を上回らないものとする。 

⑶ 停職 ７日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支    

給しない。 

⑷ 懲戒免職 予告期間を設けず即時に免職する。この場合において、人事委員 

会の認定を受けたときは、労働基準法第 20条に規定する手当を支給しない。 

（休職期間中の報酬） 

第 29条 第 27条第２項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めると

ころによる。 

⑴ 第 27条第２項第１号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務に  



よる負傷又は職務による疾病である場合には、その休職の期間中は、報酬から 

公務災害補償等により得られる給付を差し引いた全額を支給する。 

⑵ 第 27条第２項第１号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に  

 定めるもの以外の場合には、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できな 

い日の初日から起算して 30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超 

え 60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給 

しない。 

⑶ 第 27条第２項第２号の規定による休職の場合には、その休職期間中は、報 

酬の６割を支給する。 

（勤務禁止） 

第 30条 市は、参加者が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、

当該参加者を勤務させない。 

⑴  病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしてい

ない者 

⑵ 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある 

ものにかかった者 

⑶ 前２号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者 

２ 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の

規定を準用する。 

（休暇及び休職の手続） 

第 31 条 参加者は、第 13 条第１項並びに第 14 条第１項第１号から第５号まで及

び第８号から第 21 号までに規定する休暇を取得する場合は予定日数を、同項第

22 号に規定する休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所

属長に届け出て、その承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由に

よりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに

所属長に届け出て、その承認を得なければならない。 

２ 参加者は、第 14条第１項第６号及び第７号に規定する休暇を取得する場合は、

予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない

事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速

やかに所属長に届け出なければならない。 



３ 参加者は、病気又は負傷のため連続して３日を超える休暇を取得する場合及び

休職を申請する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただ

し、３日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、

診断書等の提出を求めることができる。 

４ 前項本文の場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師

の診断を受けさせることができる。 

５ 第 27 条第２項第２号に掲げる事由による休職及び前条第１項の規定による勤

務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属

長に届け出なければならない。 

第８章 公務災害補償等 

（公務災害補償） 

第 32 条 参加者は、公務上の災害（負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同

じ。）又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法（昭和 22年法

律第 50 号）又は伊賀市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する

条例（平成 16年伊賀市条例第 53号）の定めるところにより、これらの災害に対

する補償を受けることができる。 

（公務外の災害補償） 

第 33 条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は

通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するも

のとする。 

   附 則 

  （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （令和７年４月１日から令和７年５月 31日までの間の解雇に関する特例） 

２ 令和７年４月 1 日から令和７年５月 31 日までの間の第 27 条の規定の適用に

ついては、同条第３項第１号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。 

別表（第 12条関係） 

任期の始期から終期の期間 日数 

１月に達するまでの期間 ２日 



１月を超え２月に達するまでの期間 ３日 

２月を超え３月に達するまでの期間 ５日 

３月を超え４月に達するまでの期間 ７日 

４月を超え５月に達するまでの期間 ８日 

５月を超え６月に達するまでの期間 １０日 

６月を超え７月に達するまでの期間 １２日 

７月を超え８月に達するまでの期間 １３日 

８月を超え９月に達するまでの期間 １５日 

９月を超え１０月に達するまでの期間 １７日 

１０月を超え１１月に達するまでの期間 １８日 

１１月を超え１年に達するまでの期間 ２０日 

備考 １月とは、任期の始期の日から、その日の翌月応当日の前日までとする。 



議案第26号 

 

   令和７年度一般会計補正予算 教育費関係に係る専決処分の承認について 

 

 令和７年度一般会計補正予算（第1号）教育費関係について伊賀市教育委員会教育長

に対する事務委任規則（平成 16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項により専決

処分したので、同条第２項の規定により承認を求める。 

  令和７年４月23日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

予算の内容   別紙のとおり 



専決第８号 

  専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年教育委員会規則第

４号）第３条の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月１日 

 

      伊賀市教育委員会 

      教育長 澤田 剛 







議案第27号 

 

伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱の一部改正に係る専決処分の承認

について 

 

伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱（平成 20 年伊賀市教育委員会訓令第

２号）の一部を改正する要綱の専決処分について、伊賀市教育委員会教育長に対する事務

委任規則（平成16年教育委員会規則第４号）第３条第２項の規定に基づき承認を求める。 

令和７年４月23日 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 専決処分理由 ４月１日付人事異動に伴い第３条別表の職名を追加及び修正する必要

があるため専決処分を行ったことに対する承認を求めようとする。 

 

２ 改正内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年４月１日 



専決第５号 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年教育委員会規則第

４号）第３条の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年４月１日 

 

         伊賀市教育委員会 

          教育長 澤田 剛 



伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱の一部を改正する訓令 

伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱（平成 20年伊賀市教育委員

会訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

                役職名 

教育委員会事務局長 教育委員会事務局次長 教育委員会事務局社会教

育推進監 人権生活環境部同和課長 人権生活環境部多文化共生課長 

健康福祉部障がい福祉課長 健康福祉部こども政策課長 健康福祉部保

育幼稚園課長 健康福祉部こどもの育ち支援課長 教育委員会事務局教

育総務課長 教育委員会事務局学校教育課長 教育委員会事務局生涯学

習課長 上野図書館長 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/1 

伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱 ○伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱 

第１条・第２条・第３条・第４条・第５条・第６条・第７条（略） 第１条・第２条・第３条・第４条・第５条・第６条・第７条（略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 役職名   役職名  

 教育委員会事務局長 教育委員会事務局次長 教育委員会事務局社

会教育推進監 人権生活環境部同和課長 人権生活環境部多文化共

生課長 健康福祉部障がい福祉課長 健康福祉部こども政策課長 

健康福祉部保育幼稚園課長 健康福祉部こどもの育ち支援課長 教

育委員会事務局教育総務課長 教育委員会事務局学校教育課長 教

育委員会事務局生涯学習課長 上野図書館長 

  教育委員会事務局長 教育委員会事務局次長 人権生活環境部同和

課長 人権生活環境部多文化共生課長 健康福祉部障がい福祉課長 

健康福祉部こども未来課長 健康福祉部保育幼稚園課長 健康福祉

部こども家庭支援課長 教育委員会事務局教育総務課長 教育委員

会事務局学校教育課長 教育委員会事務局生涯学習課長 上野図書

館長 

 

  

附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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令和７年第５回伊賀市教育委員会定例会議事録 

 

１．開催日時 ：2025年（令和７年）４月 23日（水曜日） 午後２時 

 

２．開催場所 ：伊賀市役所 ４階 庁議室 

 

３．出席者   ：澤田教育長、岡森委員、中委員、野口委員、内藤委員、川部事務局長、

中次長、小林社会教育推進監兼上野図書館長、森口教育総務課長、中

釜学校施設室長、西口学校教育課長、藤島生涯学習課長兼中央公民館

長、笠井文化財課長、小林上野図書館長、東構いがっこ給食センター

元気所長 一路いがっこ給食センター夢所長 

 

４．傍聴人   ０人 

 

５．協議事項： 

 議案第 20号 伊賀市教育委員会事務局等組織規則の一部改正に係る専決処分の

承認について 

     議案第 21号 伊賀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の

一部改正に係る専決処分の承認について 

 議案第 22号 学習者用端末の買入れ議案に係る専決処分の承認について 

 議案第 23号 伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則の廃

止に係る専決処分の承認について 

   議案第 24号 伊賀市語学指導等を行う外国青年就業要綱の廃止に係る専決処分

の承認について 

    議案第 25号 伊賀市語学指導等を行う外国青年の任用等に関する規則の制定に

係る専決処分の承認について 

 議案第 26 号 令和７年度一般会計補正予算 教育費関係に係る専決処分の承認

について 

 議案第 27号 伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱の一部改正に係

る専決処分の承認について 

 

６．報告事項： 

   ①寄附について 

 ②委員会の委員等の報酬に関する規則の一部改正について 

 ③伊賀市就学援助費支給要綱の一部改正について 

     ④伊賀市フリースクール利用児童生徒支援事業補助金交付要綱の制定につ 

      いて 

     ⑤三重県立みえ四葉ヶ咲中学校通学定期券購入費助成金交付要綱の制定に 

      ついて 

      ⑥伊賀市歴史的風致維持向上協議会設置要綱の一部改正について  

⑦伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議設置要綱の一部改正に 
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 ついて  

⑧伊賀市歴史的風致維持向上協議会委員委嘱について 

⑨伊賀市文化財保存活用地域計画作成庁内検討会議設置要綱の一部改正に 

 ついて  

⑩史跡上野城跡保存活用計画庁内検討会議設置要綱の一部改正について 

⑪その他 

 

閉会： 14時 51分  署名委員： 野口委員 

 

 

教育長  皆様方には、お忙しい中ご参集賜り、誠に感謝申し上げます。４月の後半に

差し掛かり、今週末には多くの学校において授業参観や保護者懇談会、PTA 総

会、家庭訪問等が執り行われ、早い所では運動会の練習も始まっております。

各学校においては、概ね順調に始まりつつあると考えます。さて、４月１日の

教育委員長就任記者会見において、３つの重要事項について申し述べました。

第１点は、多様な子どもの学びと育ちを支援すること。第２点は、学びの環境

をデザインすること。第３点は、保護者や地域の方々と連携協同し、新たな価

値を創設することでございます。この３点に関しましては、伊賀市みらい構想

や、それに伴う校舎等の改修、環境整備、新図書館の開館、学校図書館との連

携及び充実、美術博物館の建設、郷土教育の推進、GIGAスクール構想による第

二期学習用端末の更新、児童生徒の個別最適な学び、協働的な学び、探究的な

学びの推進、家庭学習との連携等々、すべて先述の３点に繋がるものであると

考えます。一つ一つの課題に真摯に向き合い、誠実に取り組んでいきたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、これより令和７年第５回伊賀市教育委員会定例会を開催いたしま

す。本日は、委員全員が出席しており会議は成立しております。 

  本日の議事日程は、タブレットに掲載のとおりでございますが、このように

取り扱うことにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

教育長  ご異議なしと認めます。 

      よって、本日の議事日程については、このとおりといたします。 

  それでは、これより議事に入ります。 

 日程第１ 議事録署名委員の指定についてを議題といたします。 

 議事録署名委員には、野口委員を指名いたしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

教育長  異議なしと認め、本日の委員会の議事録署名者は、野口委員といたします。

よろしくお願いします。 

 

教育長  日程第２ 令和７年第４回伊賀市教育委員会議事録の確認についてであり

ますが、議事録について、一部訂正などを求めたいといったことがございまし

たら、ご発言ください。 
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  （なしの声） 

 

教育長  それでは、議事録については、このように取り扱うこととしてよろしいか。 

 

  （異議なしの声） 

 

教育長  議事録は、事前送付内容のとおりにすることといたします。 

 

教育長  日程第３ 議案第 20 号 伊賀市教育委員会事務局等組織規則の一部改正に

係る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 本議案につきまして、教育総務課長から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

       （なしの声） 

   

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

 ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 20号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 20号は、可決いたしました。 

  議案第 21 号 伊賀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規

則の一部改正に係る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 教育総務課長から説明をお願いします。 

 

 （教育総務課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

委員    部署名を変更することにより、他に変わることはございますか。 

 

教育総務課長 内容は変わらず、名称のみが変更されました。教育委員会に関係する部分

においては、何ら変わることはございません。 

 

事務局長   市長の公約を踏まえ組織改革を行っており、企画振興部が未来政策部と地域

力創造部の２つに分かれたことにより対象業務が分かれているところがあり

ますが、教育委員会の事務については変更はございません。 

 

教育長  他にご質疑ございませんか。 
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     (なしの声) 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 21号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 21号は、可決いたしました。   

  議案第 22 号 学習者用端末の買入れ議案に係る専決処分の承認についてを

議題といたします。 

 教育総務課長から説明をお願いします。 

 

 （教育総務課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

委員   契約に関して、会社に対する評価点とありますが、どういった評価をされて

いるのですか。 

 

教育総務課長 評価の項目が６項目あり満点は 120 です。項目ごとの配点は公表さ   

れていないので申し上げられませんが、機械（本体と付属機器）、納品、サ

ポート、実績、提案、価格評価点の６項目で評価がなされました。120 満

点中 96でした。 

 

 

委員    １社なので比較するものがないですが、他に手を挙げるところはなかったの

ですか。 

 

教育総務課長 そうです。 

 

教育長  他に、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 22号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 
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  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 22号は、可決いたしました。 

  

教育長 続きまして、日程第４ 議案第 23号から議案第 25号までの３議案を一括して

議題といたします。議案第 23 号 伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条

件等に関する規則の廃止に係る専決処分の承認について、議案第 24 号 伊賀

市語学指導等を行う外国青年就業要綱の廃止に係る専決処分の承認について、

議案第 25 号 伊賀市語学指導等を行う外国青年の任用等に関する規則の制定

に係る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 学校教育課長から説明をお願いします。 

 

 （学校教育課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

委員  旧の要綱、規則に書いてあったことのハイブリット版と捉えていいですか。その

他、内容が増えたり減ったりなど変更したことはありますか。 

 

学校教育課長 休暇に関しては認められるものが増えてきているため、新たに追加しまし

た。 

 

委員    報酬費について、本人らが日本に来てからの社会保障や医療の部分について

は特に記載がありませんが、怪我や病気で受診したい時はどのようにしていま

すか。 

 

教育長   過去にこの仕事をしたことがあり、病院に連れていったこともありますが、

市の保険証等を使用するため、10割支払う必要はなく、負担が大きくなること

はありませんでした。 

 

事務局長  通常の健康保険と同じく、社会保険料を報酬から引いて支払いをします。 

 

委員    議案第 25号の第 14条第１項第 10号に、１日２回それぞれ 30分以内の特別

休暇が承認されとあるが、30 分以内を２回とはどういった背景がありますか。 

 

事務局長  職員も同様に育児をする期間が認められており、１日２回 30 分早く帰り子

どもの世話をする時間を設けております。２回分を固めて１時間早く帰ること

も可能です。 

 

教育長  他に、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 
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教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。採決は議案ごとに行います。 

  まず、議案第 23 号に対し、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 23号は、可決いたしました。 

 

教育長 続きまして、議案第 24 号に対し、原案どおり承認することに賛成の方の挙手

を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 24号は、可決いたしました。 

 

教育長 続きまして、議案第 25 号に対し、原案どおり承認することに賛成の方の挙手

を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 25号は、可決いたしました。 

 

 

教育長 続きまして、日程第５ 議案第 26号 令和７年度一般会計補正予算 教育費関

係に係る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 いがっこ給食センター元気所長から説明をお願いします。 

 

 （いがっこ給食センター元気所長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

        

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  他に、ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 26号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 
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教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 26号は、可決いたしました。 

 

教育長 日程第６ 議案第 27 号 伊賀市子ども読書活動推進庁内連絡会議設置要綱の

一部改正に係る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

 （生涯学習課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

        

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 27号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 27号は、可決いたしました。 

 

教育長  それでは、日程第７ 報告説明事項に移ります。 

  事項①番 寄附についてを説明お願いします。 

 

  （教育総務課長 説明） 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

     （なしの声） 

  

教育長 事項②番 委員会の委員等の報酬に関する規則の一部改正についてを説明お

願いします。 

 

       （学校教育課長 説明） 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

   （なしの声） 

 

教育長  事項③番 伊賀市就学援助費支給要綱の一部改正についてを説明お願いし

ます。 

 

  （学校教育課長 説明） 
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教育長   ご質疑ございませんか。 

 

委員   学校給食費に関して無償化になっているが、他に費用がかかっているものは

ありますか。 

 

学校教育課長 ありません。 

 

委員   定例会全体の話になりますが、要綱の改正において議案で承認を得るものと

報告だけで済ませるものの違いは何ですか。 

 

学校教育課長 教育委員会で定めているものについては、議案として提案させていただき

検討いただきますが、市長部局のものについては決定後の報告とさせていただ

いています。 

 

委員  教育委員会で諮るものではないということですね。 

 

事務局長  伊賀市の規則か、教育委員会規則かの違いです。 

 

委員   滞納分の援助について、就学援助費が出ていましたが、対象の費用以外に何

かしらの滞納があった場合、さらにその分の援助も対象にするという意味合い

で合っていますか。 

 

学校教育課長 就学援助は本来、指定された保護者の口座へ振込を行い、それを払ってい

ただくよう学校が保護者にお話をしていましたが、子どもに係るものを就学援

助として出させていただいていることから、滞納があった場合は、支給される

お金を学校へ直接支払われるということで、プラスアルファで支給するという

ことはございません。 

 

委員   これまで保護者に振り込まれ、学校に支払ってもらっていたものを、滞納の

事実があった時点で、この費用は直接学校へ納入されるということでしょうか。 

 

学校教育課長 はい。 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

   （なしの声） 

 

教育長  事項④番 伊賀市フリースクール利用児童生徒支援事業補助金交付要綱の制

定についてを説明お願いします。 

 

  （学校教育課長 説明） 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

委員   支給対象のフリースクールについて、何らかの要件があって、県が指定して

いる学校を市も対象としているが、それはどのような要件でしょうか。 

 

学校教育課長 例えばフリースクールが学校との連携をとり、フリースクールに出席すれ
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ば学校に出席したこととする等の要件を踏まえた施設ということになってお

ります。 

 

委員  フリースクールの種類によっては出席しても学校と連携が取れていなくて

学校の出席扱いにならないというリスクでも存在するのでしょうか。 

 

学校教育課長 基本的には学校長が出席とするかの判断を行っているのですが、塾のよう

な形で利用しているような場合もあり難しい判断ですが、子どもが社会的自立

を果たしていけるような活動を行う施設かということを考えています。 

 

教育長   例えば三重県ではどのようなところがありますか。 

 

学校教育課長 伊賀市の子どもが実際に通っているところでは、三重シューレ、スコーレ

倭があり、現在２名ずつ通っている現状であります。オンラインのフリースク

ールを利用している子もいるのですが、先ほどお伝えしたように、社会的自立

を果たしていくということから外出するということを三重県でも目的として

いるため、オンラインでの参加を行うフリースクールについては支給対象外と

しています。 

 

教育長   どちらも津市ですね。 

 

学校教育課長 はい。 

  

教育長  続いて、事項⑤番 三重県立みえ四葉ヶ咲中学校通学定期券購入費助成金交

付要綱の制定についてを説明お願いします。 

 

  （学校教育課長 説明） 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

委員  今でも伊賀鉄道、近鉄については補助があると思いますが、なにが違うのでしょ

うか。 

 

学校教育課長 交通政策課で行っている補助は２分の１ですが、この四葉ヶ咲へ通う方に

ついては全額補助としています。 

  

教育長  続いて、事項⑥番 伊賀市歴史的風致維持向上協議会設置要綱の一部改正に

ついてと、事項⑦番 伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議設置要

綱の一部改正についてと、事項⑧番 伊賀市歴史的風致維持向上協議会委員委

嘱についてを一括して説明お願いします。 

 

  （文化財課長 説明） 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

   

教育長  事項⑨番 伊賀市文化財保存活用地域計画作成庁内検討会議設置要綱の一部

改正についてを説明お願いします。 
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  （文化財課長 説明） 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  事項⑩番 史跡上野城跡保存活用計画庁内検討会議設置要綱の一部改正につ

いてを説明願いします。 

 

  （文化財課長 説明） 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長 事項⑪番 「その他」の項ですが、何かございませんか。 

 

       （なしの声） 

 

教育長   以上で、本日の教育委員会に付議されました案件は、全て議了いたしました。

これをもちまして、第５回定例会は閉会といたします。 

 議事協力どうもありがとうございました。 

 

14時 51分 終了 

 

 

 

  以上会議の顛末を録し個々に署名する 

 

 

 

 

    教  育  長 

 

 

 

    教 育 委 員 

 

 


